
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

1 20231116 岐阜羽島バス・タクシー
株式会社（法人番号
9200001011372)　代表
者安田篤史

岐阜県羽島市舟橋町宮北
1丁目21番地

本社営業所 岐阜県羽島市舟橋町宮北
1-21

文書警告 旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第1項

令和5年7月14日及び令和5年8月22日、監査
方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)業務の記録記録事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第1項)､(2)運行
基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第27条第1項)､(3)整備管理者の選任変
更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
45条)

0 0

2 20231116 株式会社東海バス（法
人番号
3080101013304)　代表
者眞野大輔

静岡県伊東市渚町2番地
28号

沼津営業所 静岡県沼津市大平字中堀
合1791､1790-1､1792-1､
1793-1

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項

令和5年7月10日、監査方針に基づき、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項)､(2)整備不良車両運
行違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45
条)

2 2

3 20231116 名古屋市（法人番号
3000020231002)　代表
者折戸秀郷

愛知県名古屋市中区三の
丸3丁目1番地1号

野並営業所 愛知県名古屋市天白区相
川1丁目1番地

文書警告 旅客自動車運送事業
運輸規則第2条第3項

令和5年7月28日、監査方針に基づき、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)一般準則
(職務遂行の指導､措置)違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第2条第3項)

2 0

4 20231116 三重交通株式会社（法
人番号
7190001001047)　代表
者田端英明

三重県津市中央1番1号 松阪営業所 三重県松阪市大津町795
番地の3

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1項

令和5年7月4日、監査方針に基づき、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第21条第1項)

2 2

5 20231116 三重交通株式会社（法
人番号
7190001001047)　代表
者田端英明

三重県津市中央1番1号 四日市営業所 三重県四日市市川島町字
目代4102番地1号

文書警告 旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1項

令和5年10月6日、労働局からの通報を端緒と
して、監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第21条第1項)

2 0

一般乗合旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和５年１１月分)


